
安
倍
政
権
は
、
昨
年
末
の
特
定
秘
密
保
護
法
の
成
立
後
、
わ
ず
か
半
年
の

間
に
「
戦
争
の
で
き
る
国
」
づ
く
り
を
矢
継
ぎ
早
に
進
め
て
い
る
。
昨
年
末

に
は
、
日
本
が
他
国
に
攻
め
込
ま
な
い
と
す
る
「
専
守
防
衛
」
の
指
針
「
国

防
の
基
本
方
針
」
を
廃
止
し
「
国
家
安
全
保
障
戦
略
」
を
策
定
。
今
年
４
月

に
は
、
４
７
年
間
維
持
し
て
き
た
武
器
輸
出
三
原
則
を
廃
止
し
、
輸
出
推
進

へ
転
換
。
６
月
に
は
改
憲
手
続
き
法
の
改
正
と
憲
政
史
上
初
と
な
る
国
会
へ

の
秘
密
会
設
置
を
強
行
し
た
。
消
費
税
増
税
や
Ｔ
Ｐ
Ｐ
参
入
な
ど
も
含
め
て

国
の
あ
り
方
全
体
の
転
換
を
図
ろ
う
と
し
て
い
る
政
権
と
い
え
る
。 

 

実
質
的
な
改
憲
―
集
団
的
自
衛
権
行
使
容
認
閣
議
決
定 

７
月
１
日
、
集
団
的
自
衛
権
の
行
使
を
容
認
す
る
憲
法
解
釈
変
更
の
閣
議

決
定
を
行
っ
た
。
こ
れ
は
、
「
集
団
的
自
衛
権
の
行
使
は
憲
法
違
反
」
と
い

う
６
０
年
以
上
に
わ
た
っ
て
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
政
府
解
釈
を
、
国
会
で

の
審
議
に
も
国
民
的
議
論
に
も
付
さ
ず
に
、
一
内
閣
の
判
断
で
覆
し
て
し
ま

う
も
の
で
あ
る
。 

閣
議
決
定
は
、
従
来
の
政
府
憲
法
解
釈
か
ら
の
変
更
部
分
に
つ
い
て
次
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 

「
我
が
国
に
対
す
る
武
力
攻
撃
が
発
生
し
た
場
合
の
み
な
ら
ず
、
我
が
国

と
密
接
な
関
係
に
あ
る
他
国
に
対
す
る
武
力
攻
撃
が
発
生
し
、
こ
れ
に
よ
り

我
が
国
の
存
立
が
脅
か
さ
れ
、
国
民
の
生
命
、
自
由
及
び
幸
福
追
求
の
権
利

が
根
底
か
ら
覆
さ
れ
る
明
白
な
危
険
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
を
排
除

し
、
我
が
国
の
存
立
を
全
う
し
、
国
民
を
守
る
た
め
に
他
に
適
当
な
手
段
が

な
い
と
き
に
、
必
要
最
小
限
度
の
実
力
を
行
使
す
る
こ
と
は
、
従
来
の
政
府

見
解
の
基
本
的
な
論
理
に
基
づ
く
自
衛
の
た
め
の
措
置
と
し
て
、
憲
法
上
許

さ
れ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
と
判
断
す
る
に
至
っ
た
」
。 

集
団
的
自
衛
権
の
行
使
に
つ
い
て
「
防
衛
白
書
（
２
０
１
４
年
版
）
」
（
８

月
５
日
発
表
）
も
、
憲
法
上
許
容
さ
れ
る
武
力
行
使
と
し
て
「
国
際
法
上
は

集
団
的
自
衛
権
が
根
拠
と
な
る
場
合
が
あ
る
」
と
明
記
し
て
い
る
。 

こ
れ
ら
の
動
き
に
対
し
て
、
小
林
武
氏
（
沖
縄
大
学
客
員
教
授
）
は
、
「
憲

法
を
転
覆
さ
せ
る
『
解
釈
ク
ー
デ
タ
』
」
と
厳
し
く
指
摘
（
あ
い
ち
九
条
の

会
学
習
交
流
会
、
８
月
２
日
）
し
、
鈴
木
秀
美
氏
（
大
阪
大
学
大
学
院
高
等

司
法
研
究
科
教
授
）
も
、
「
解
釈
と
見
せ
か
け
た
政
治
決
断
に
よ
る
実
質
的

な
改
憲
だ
」
と
批
判
し
て
い
る
（
「
毎
日
新
聞
」
７
月
２
９
日
）
。 

 

政
府
の
判
断
で
無
限
定
に
武
力
行
使 

政
府
は
、
閣
議
決
定
に
盛
り
込
ま
れ
た
「
武
力
行
使
の
新
３
要
件
」
が
憲

法
上
の
歯
止
め
に
な
っ
て
い
る
と
し
て
、
海
外
で
の
無
限
定
な
武
力
行
使
を

否
定
し
て
い
る
。
し
か
し
、
戦
闘
地
域
で
の
後
方
支
援
の
際
に
武
力
行
使
や
、

中
東
・
ホ
ル
ム
ズ
海
峡
で
の
戦
時
の
機
雷
掃
海
に
つ
い
て
首
相
が
可
能
と
答

弁
す
る
な
ど
、
政
府
の
判
断
で
い
つ
で
も
、
ど
こ
で
も
武
力
行
使
が
可
能
で

あ
る
こ
と
が
国
会
質
疑
で
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。 

伊
藤
真
氏
（
法
学
館
憲
法
研
究
所
所
長
・
弁
護
士
）
は
「
自
衛
の
措
置
と

い
う
名
の
下
で
、
時
の
政
府
の
『
明
白
な
危
険
』
の
認
定
に
よ
っ
て
、
あ
ら

ゆ
る
武
力
行
使
が
可
能
と
な
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は

集
団
的
自
衛
権
に
と
ど
ま
ら
ず
、
集
団
安
全
保
障
へ
の
武
力
参
加
、
多
国
籍

軍
へ
の
参
加
な
ど
、
自
衛
の
措
置
の
名
目
で
の
あ
ら
ゆ
る
武
力
行
使
が
可
能

と
な
る
解
釈
な
の
で
あ
る
」（
国
民
安
保
法
制
懇
緊
急
集
会
、
７
月
２
７
日
・

名
古
屋
市
東
別
院
ホ
ー
ル
）
と
、
あ
ら
ゆ
る
武
力
行
使
を
可
能
と
す
る
動
き

を
告
発
し
て
い
る
。 

「
我
が
国
の
存
立
」
「
自
衛
の
措
置
」
は
、
太
平
洋
戦
争
開
戦
の
際
の
「
帝

国
の
存
立
」
「
自
存
自
衛
の
為
」
と
い
う
「
詔
勅
」
な
ど
過
去
の
侵
略
戦
争

の
口
実
と
同
じ
で
あ
る
。 

こ
の
よ
う
な
解
釈
改
憲
は
、
そ
の
先
の
明
文
改
憲
に
つ
な
が
っ
て
い
る
こ

と
も
重
大
で
あ
る
。
安
倍
首
相
は
「
閣
議
決
定
で
示
し
た
線
が
解
釈
の
限
界

で
、
そ
れ
以
上
は
憲
法
改
正
の
課
題
だ
」
（
７
月
１
４
日
、
衆
院
予
算
委
）

と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
自
民
党
石
破
幹
事
長
が
現
行
憲
法
の
も
と
で
も
徴

兵
制
は
可
能
と
発
言
し
て
い
る
こ
と
も
、
見
逃
し
て
は
い
け
な
い
。 

 

「
反
対
」
は
国
民
の
多
数
派
、
「
経
済
に
も
マ
イ
ナ
ス
」 

国
民
は
、
集
団
的
自
衛
権
行
使
容
認
に
「
反
対
」
６
０
％
（
「
賛
成
」
３

１
％
）
、
「
国
民
に
十
分
説
明
し
て
い
る
と
思
わ
な
い
」
８
４
％
（
「
思
う
」

１
３
％
）
（
共
同
通
信
世
論
調
査
、
８
月
３
日
）
な
ど
、
「
反
対
」
の
声
は

多
数
派
と
な
っ
て
い
る
。
弁
護
士
会
も
全
国
全
て
の
弁
護
士
会
が
閣
議
決
定

撤
回
を
求
め
る
意
思
表
示
を
行
っ
た
ほ
か
、
「
全
日
本
仏
教
会
」
「
日
本
カ

ト
リ
ッ
ク
司
教
協
議
会
」
「
立
正
佼
成
会
」
な
ど
宗
教
界
も
反
対
を
表
明
し

て
い
る
。
愛
知
県
弁
護
士
会
花
井
増
實
会
長
は
「
安
倍
首
相
は
、
外
交
で
は

他
国
に
対
し
て
盛
ん
に
『
法
の
支
配
』
と
発
言
し
て
い
ま
す
。
そ
う
で
あ
る

な
ら
ば
、
国
内
で
も
『
法
の
支
配
』
を
き
ち
ん
と
守
っ
て
い
た
だ
き
た
い
」

（
「
革
新
・
愛
知
の
会
」
ニ
ュ
ー
ス
８
月
１
０
日
号
）
と
述
べ
て
い
る
。 

◇ 
 

◇ 
 

◇ 

集
団
的
自
衛
権
行
使
容
認
は
、
経
済
に
も
マ
イ
ナ
ス
だ
と
の
批
判
も
出
て

い
る
。
５
月
に
ア
メ
リ
カ
で
開
か
れ
た
ヘ
ッ
ジ
フ
ァ
ン
ド
業
界
の
会
合
で

「
ア
ジ
ア
で
一
番
危
険
な
人
物
は
誰
か
」
と
の
質
問
が
出
て
、
著
名
投
資
家

ジ
ム
・
チ
ャ
ノ
ス
氏
が
答
え
た
の
は
「
ア
ベ
」
だ
っ
た
と
い
う
。
こ
の
こ
と

を
報
じ
た
「
毎
日
新
聞
」
論
説
委
員
福
本
氏
の
次
の
指
摘
は
、
極
め
て
示
唆

に
富
ん
で
い
る
。
「
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
を
片
方
の
腕
で
掲
げ
な
が
ら
、
も
う
一

方
の
腕
で
そ
の
成
功
に
不
可
欠
な
近
隣
の
パ
ー
ト
ナ
ー
を
排
除
し
て
い
る

と
こ
ろ
に
大
い
な
る
自
己
矛
盾
を
見
る
」
「
安
倍
首
相
は
、
集
団
的
自
衛
権

を
行
使
で
き
る
よ
う
に
し
て
お
く
こ
と
が
抑
止
力
と
な
り
、
地
域
の
安
定
に

つ
な
が
る
と
言
う
。
だ
が
、
そ
れ
で
は
軍
備
増
強
競
争
と
な
り
、
相
互
不
信

と
偶
発
衝
突
の
危
険
性
を
強
め
、
経
済
を
疲
弊
さ
せ
る
だ
け
だ
」 

◇ 
 

◇ 
 

◇ 

政
府
は
、
こ
の
閣
議
決
定
を
踏
ま
え
て
、
自
衛
隊
法
、
周
辺
事
態
法
、
武

力
攻
撃
事
態
法
、
Ｐ
Ｋ
Ｏ
協
力
法
な
ど
の
法
律
「
改
正
」
に
よ
る
国
内
法
の

整
備
を
今
後
進
め
る
と
し
て
い
る
。 

政
府
に
よ
る
九
条
の
解
釈
変
更
が
進
め
ら
れ
つ
つ
あ
る
今
、
一
方
で
「
憲

法
九
条
は
法
典
と
し
て
無
傷
の
ま
ま
存
在
」
（
小
林
武
氏
）
し
て
い
る
。
「
九

条
の
会
」
は
、
自
衛
隊

は
違
憲
と
い
う
人
は
も

と
よ
り
、
自
衛
隊
の
存

在
や
自
衛
隊
の
海
外
派

兵
ま
で
は
認
め
ら
れ
る

と
い
う
人
も
、
九
条
を

守
る
と
の
一
点
で
結
束

し
て
い
る
。
い
ま
、「
戦

争
を
す
る
国
づ
く
り
は

許
さ
な
い
」
の
声
を
大

き
く
上
げ
る
と
き
で
あ

る
。 「

あ
い
ち
医
師
・
歯

科
医
師
九
条
の
会
」
は
、

解
釈
・
明
文
改
憲
の
危

険
が
か
つ
て
な
く
高
ま

っ
て
い
る
状
況
の
今
、

１
８
回
目
の
「
憲
法
の

つ
ど
い
」
を
９
月
２
７

日
に
開
く
。
多
く
の
医

師
・
歯
科
医
師
、
市
民

の
方
に
参
加
を
呼
び
か

け
ま
す
。 

「
あ
い
ち
医
師
・歯
科
医
師
九
条
の
会
」 

ニ
ュ
ー
ス 

№
２５
号 

 
 

 

２
０
１
４
年
８
月
２０
日 



試
練
の
「
立
憲
主
義
」
、
人
権
保
障 

医
師
九
条
の
会
が
つ
ど
い 

２
月
１
５
日
、
「
あ
い
ち
医
師
・
歯
科
医
師
九
条
の
会
」
は
第
１
７
回
の
憲
法
の

集
い
を
開
催
し
、
鈴
木
秀
美
氏
（
大
阪
大
学
大
学
院
高
等
司
法
研
究
科
教
授
、
比
較

憲
法
学
・
情
報
法
が
専
門
）
が
講
演
、
４
０
人
が
参
加
し
た
。 

鈴
木
氏
は
、
安
倍
政
権
の
下
で
特
定
秘
密
保
護
法
、
日
本
版
Ｎ
Ｓ
Ｃ
法
の
強
行
採

決
を
は
じ
め
、
法
制
局
長
官
や
Ｎ
Ｈ
Ｋ
会
長
な
ど
で
首
相
の
意
を
汲
む
人
事
が
行
わ

れ
て
い
る
こ
と
、
安
倍
首
相
が
解
釈
改
憲
は
自
ら
の
判
断
で
可
能
と
受
け
止
め
ら
れ

る
発
言
を
行
っ
た
こ
と
に
触
れ
て
、
権
力
分
立
に
よ
っ
て
権
力
を
制
限
し
て
人
権
保

障
を
す
る
「
立
憲
主
義
」
が
試
練
に
立
た
さ
れ
て
い
る
と
述
べ
た
。
そ
し
て
、
現
行

憲
法
の
人
権
保
障
規
定
を
後
退
さ
せ
る
内
容
の
憲
法
草
案
を
発
表
し
て
い
る
自
民

党
政
権
の
下
で
「
特
定
秘
密
保
護

法
で
政
府
は
取
材
や
報
道
の
自

由
は
確
保
さ
れ
る
と
い
う
が
、
果

た
し
て
守
ら
れ
る
の
か
疑
問
」
と

警
鐘
を
鳴
ら
し
た
。 

鈴
木
氏
は
、
ド
イ
ツ
憲
法
が

「
人
間
の
尊
厳
の
尊
重
・
保
護
」

や
「
社
会
権
・
生
存
権
」
を
基
本

原
則
と
し
て
お
り
、
こ
の
憲
法
を
拠
り
所
に
社
会
へ
の
不
満
や
批
判
の
少
数
意
見
も

取
り
上
げ
る
こ
と
を
求
め
る
市
民
社
会
が
民
主
主
義
を
育
て
て
い
る
と
述
べ
、
原

発
・
公
害
問
題
な
ど
に
み
る
よ
う
に
市
民
の
少
数
意
見
を
無
視
す
る
政
治
エ
リ
ー
ト

が
存
在
す
る
日
本
で
は
、
社
会
の
中
で
自
由
・
民
主
の
成
長
が
必
要
と
し
た
。 

 

 

 

国民投票法改正案の衆院での可決に抗議する 

 

当協会は、愛知県の医師・歯科医師 8,930 人で構成し、患

者・国民の命と健康、国民皆保険制度を守るために活動して

いる。 

私たちは、国民投票法改正案が衆院で可決し、参院に送付

されたことに抗議する。 

今回の法「改正」では、2007 年の国民投票法成立時に、残

された「宿題」を解決することが求められたはずである。す

なわち、「成年年齢の引き下げ」「公務員の投票勧誘・意見

表明が制限されないようにする」「国民投票の対象を憲法改

正以外に拡大」「最低投票率を規定していない」などである

が、法案の審議はわずか４日間しか行われない不誠実なもの

で、その内容も「選挙年齢・成年年齢」については先送りさ

れ、「公務員」については逆に制限を加えたほか、「国民投

票の憲法以外への拡大」「最低投票率」に至っては議論すら

ほとんどされなかった。このような欠陥だらけの法案は、「改

正」の名に値しない。 

安倍内閣は、解釈改憲による集団的自衛権の行使容認、特

定秘密保護法の施行、国家安全保障基本法制、武器輸出の解

禁などを進めようとしているが、今回の法改正で憲法九六

条、同九条などの明文改憲も進めようとしている。しかしこ

れらは、この間の各種世論調査で「憲法改正は必要ない」、

「憲法九条改正に『反対』」が過半数を超え、憲法改正を望

んでいない多くの国民世論に背くものである。 

私たちは、本法案の参院での徹底審議と廃案を求める。 

2014 年５月１６日 

愛知県保険医協会 理事長 荻野高敏 

 

集団的自衛権行使容認の閣議決定に抗議する 

 

安倍政権が集団的自衛権の行使を可能にする憲法解釈の変更を７月１日に閣

議決定したことに対し、当協会は抗議し、撤回を求める。 

閣議決定は、「憲法九条の下で許容される自衛の措置」という名目で、集団

的自衛権行使を容認している。 

閣議決定はまた、自衛隊が活動する地域を「後方地域」「非戦闘地域」に限

定するという従来の法による枠組みを廃止し、「戦闘地域」であっても、支援

活動ができるとしている。 

集団的自衛権行使に留まらず、多国籍軍や有志連合に自衛隊が参加し武力行

使する「集団安全保障」に道を開いており、アメリカの行う戦争に自動的に巻

き込まれることになる重大な問題である。政府の想定問答集では「集団安保」

について「新３要件を満たすならば、憲法上、武力行使は許容される」と明記

し、武力行使の地理的な限定をせず、憲法上の“歯止め”は「政府が全ての情

報を総合して客観的、合理的に判断する」ことに依るとしており、政府の判断

で集団安保に地理的制限もなく参加が可能となっている。 

「集団的自衛権」や「集団安全保障」を名目にした武力行使が、現憲法で許

容されるとなれば、戦争の放棄、戦力不保持、交戦権否認をうたった憲法九条

に反することになる。 

こうした解釈改憲を、一内閣の「閣議決定」で強行しようというやり方は、

戦後歴代の憲法解釈を無視し、立憲主義を踏みにじるものである。 

また、政府の判断の根拠を尋ねても「それは特定秘密」とすれば、国民にも

国会にも真相が知らされないまま政府の裁量で武力行使の範囲が広がることに

なる。 

世論は、集団的自衛権行使容認に「反対」が 58％（賛成 32％）、憲法改正で

はなく憲法解釈の変更で対応しようとしていることに「反対」が60％（賛成27％）

――「毎日新聞」（6月 29 日付）など、反対の世論が過半数となっている。 

命と健康を守る私たち医師・歯科医師は、医療従事者を戦争に動員し、生命

を危険にさらす集団的自衛権の行使を断じて許さない。閣議決定の撤回と、関

連法整備を行わないことを強く求める。 

2014 年７月２日 

愛知県保険医協会 理事長 荻野高敏 


